
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

英国 – 企業内転勤ビザの申請手続きと費用 

 

英国の企業内転勤ビザ（Intra-Company Transferee：ICT）には、英国の子会社又

は関連会社に転勤する海外企業の専門技術者が適用されます。このビザにより、

国際企業は外国人従業員を英国に一時的に派遣することができることになりまし

た。 

 

英国の企業内転勤ビザには 2種類があります。 

 

1. 国際企業内転勤者（The Intra-Company Transfer Route）： 

 海外で勤務している従業員を英国に派遣して専門の仕事を就労させる場

合 

2. 国際企業内新卒研修者（The Intra-Company Graduate Trainee Route） 

 海外の新卒研修者をを英国に派遣して研修を受けさせる場合 

 

一般的に、ICT ビザは、所定の要件に該当する英国会社（雇用主）及びその外国

人従業員の両方が申請可能です。 

 

所定の要件とは、種類に応じる最低賃金要件に該当したり、英国会社（雇用主）

は有効なスポンサーライセンスを持ったり、申請者は英国で適格な仕事に就労し

たりすることなどです。 
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1. 申請サービスと費用 

 

当事務所が英国の企業内転勤（Intra-Company Transferee）ビザ申請を代行するサービス費用は、

2,800 ポンドとなります。同行家族ビザの申請代行サービス費用は、1 人あたり 1,000 ポンドとなり

ます。サービスには以下の内容が含まれています。 

 

（1） 企業内転勤ビザ申請についてアドバイスを提供 

（2） ビザ申請書類一覧表を作成、書類準備をサポート 

（3） お客様（申請者と雇用主）の申請書類を審査 

（4） 必要に応じて委任書、申告書、申請書を作成 

（5） 申請提出前にお客様を詳細に評価 

（6） 英国ビザ移民局（UKVI）に企業内転勤ビザのオンライン申請を提出 

（7） 必要に応じてビザ申請センターと予約 

（8） ビザ申請について UKVI と連絡 

（9） 申請の進捗状況を申請者に報告 

（10） 入国前のビザチェック 

 

備考： 

（1） 上述の費用には政府手数料が含まれていません。 

（2） 英国ビザ移民局は必要に応じて優先対応サービスを提供することができますが、240～800

ポンドの追加手数料を別途請求します。優先対応の場合、申請は 1 営業日又は 5 営業日

以内に処理できます。 

（3） 上述の費用には書類の郵便料、翻訳料、公証料（発生する場合）が含まれていません。 

（4） 上述の費用には事業計画書の作成料金が含まれていません。事業計画書作成サービスが

必要な場合、当事務所にお問い合わせください。 

（5） 上述の費用には書類の翻訳料金が含まれていません。書類翻訳サービスが必要な場合、

当事務所にお問い合わせください。 

 

以下の政府手数料は、英政府が各資格のビザに対する費用であり、あくまでも参考用です。 

 

 

ビザの種類 
英国国外からの申請 

（1 人あたり） 

英国国内からの申請又は延期申請 

（1 人あたり） 

国際企業内転勤者（3 ヶ月以内） 610 ポンド 704 ポンド 

国際企業内転勤者（3 ヶ月超） 1,220 ポンド 1,408 ポンド 

国際企業内新卒研修者 482 ポンド 482 ポンド 
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2. 支払方法 

 

お客様が啓源に委託することを確認した後、啓源はサービス費用の請求書を作成し、銀行口座情

報及び送金ガイドとともにお客様に送信します。サービスの性質上、お客様は事前にサービス費

用を全額支払う必要があります。サービスを提供し始めた後、特別な事情がない限り、費用が返

金されません。 

 

当事務所は現金/銀行振込・送金/PAYPAL でのお支払いを受け取ります。PAYPAL で支払う場

合には、別途 5%の手数料を請求します。 

 

お客様は当事務所又は啓源グループのメンバー会社の中国本土増値税発票又は台湾営業税発

票が必要な場合、当事務所は現地の税法によって増値税又は営業税を別途請求します。 

 

3. 申請資格 

 

企業内転勤ビザを取得するためには、次の要件に該当する必要があります。 

 

英国の国際企業内転勤ビザの受益者 

（1） 派遣元に連続して 12 ヶ月又は 3 ヶ月（新卒研修生の場合）勤務すること。勤務時間は給与

及びビザの種類によってことなります。具体的には以下の通りです。 

ビザの種類 年休 海外雇用主での勤務時間 

国際企業内転勤者 73,900 ポンド未満 12 ヶ月 

国際企業内転勤者 73,900 ポンド以上 制限なし 

国際企業内新卒研修者 非適用 3 ヶ月 

（2） 英国内務省からのスポンサーライセンスを持っている英国会社に雇われていること。 

（3） スポンサーライセンスを持っている者からスポンサーシップ証明書（Certificate of 

Sponsorship：CoS）を取得すること。 

（4） RQFレベル 6の技能職に就いていること。 

（5） 職業リスト（詳細はこちら）に掲載されている仕事を英国で行っていること。 

（6） 国際企業内転勤ビザの最低給与要件である 41,500 ポンド、又は新卒研修者の最低給与要

件である 23,000ポンドに該当すること。 

（7） 本人と家族の英国での生活費を負担する十分な資金を持っていること。 

 

英国雇用主 

（1） 各外国人従業員にスポンサーシップ証明書（電子記録）を発行すること。 

（2） スポンサーライセンス（Sponsorship Licence）を持っていること。 

（3） 受益者を監視・管理する適切なシステムを備えていること。 

（4） ATAS（Academic Technology Approval Scheme）証明書を保有していること（詳細はこちら）。 

 

備考： 

英国ビザ移民局（UKVI）は、提出された申請書、添付書類を審査します。UKVI は、受益者が信頼

でき、職務を遂行できる人物であることを確認するため、英国の雇用主を訪問する場合もあります。 

  

https://www.gov.uk/government/publications/global-business-mobility-eligible-occupations-and-codes
https://www.gov.uk/uk-visa-sponsorship-employers/check-whether-your-worker-needs-an-atas-certificate
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4. 必要書類 

 

企業内転勤ビザを申請するためには、以下の情報や書類が必要です。 

 

（1） スポンサーシップ証明書の番号（雇用主が提供する） 

（2） 身分や国籍がわかる従業員（申請者）の有効なパスポート（又は類似するその他の書類） 

（3） 従業員の役職、年収を証明する書類 

（4） 従業員の職業コード（詳細はこちら） 

（5） 雇用主の名称、スポンサーライセンス番号（Cos と同じ） 

（6） 本人と家族の英国での生活費を負担する十分な資金を持っていることを証明する書類（例

えば、主要申請者の銀行口座残高証明書には 1,270 ポンドの残金が示されています。ただ

し、雇用主のスポンサーシップ証明書の内容には従業員への生活支援が明記されている

場合、この限りではありません。詳細はこちら） 

（7） （申請者の同行家族は申請者と合わせて申請を提出する場合）家族関係を証明する書類 

（8） （所定の国・地域から英国に赴任する場合）結核検診結果 

（9） 英国国外で海外の雇用主に雇われていた証明書類（給与明細書、銀行取引明細書、ビル

ディング・ソサエティの明細書、通帳など） 

（10） （新卒研修者の場合のみ）研修の詳細 

（11） （申請者の仕事に博士号以上の学位が必要な場合、又はデリケートなテーマの研究に就く

場合）有効な ATAS証明書 

 

備考： 

（1） 全ての書類は原本が必要です。写しは認められません。 

（2） 全ての書類は、英語又はウェールズ語で表記される必要があります。そうでない場合は、認

定されている翻訳機関によって翻訳される英訳が必要です。 

（3） 書類の原本及び英訳は、英国内務省によって承認されなければなりません。 

 

5. 申請手続きと所要時間 

 

英国内務省は、全ての書類を受け取ってから 4～6 週間以内に申請手続きを処理し完了します。

処理時間は、ビザの受益者の個人的な状況及び複雑さ、提出書類が申請者の資格を証明できる

か否かによって異なります。 

 

英国ビザ移民局（UKVI）は必要に応じて優先対応サービスを提供することができますが、240～

800 ポンドの追加手数料（申請の場所によって異なる）を別途請求します。優先対応の場合、申請

は 1営業日又は 5営業日以内に処理できます。 

 

詳細情報とサポートをご希望の方、お手数ですが、下記の連絡先とお問い合わせください。 

メール：info@kaizencpa.com  

固定電話： +852 2341 1444  

携帯電話： +852 5616 4140、+86 152 1943 4614 

ライン・WhatsApp・Wechat： +852 5616 4140 

Skype: kaizencpa 

公式ウェブサイト：www.kaizencpa.com 

https://www.gov.uk/government/publications/global-business-mobility-eligible-occupations-and-codes
https://www-gov-uk.translate.goog/guidance/financial-evidence-for-sponsored-or-endorsed-work-routes?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=zh-TW&_x_tr_hl=zh-TW
https://www.gov.uk/tb-test-visa/countries-where-you-need-a-tb-test-to-enter-the-uk
mailto:info@kaizencpa.com
http://www.kaizencpa.com/

